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部 会 報 告 の 概 要（地域協議会部会） 

１．地域協議会モデル事業の基本的な考え方 

 （１）モデル事業の意義と位置づけ 

 

 

 

  

 
 
 
 （２）モデル事業の基本フレーム 

     【従来のタテ割り型施策展開】         【区民との協働による横断的な施策展開】 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （３）モデル事業の実施における留意点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．モデル事業の具体案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

池袋西地域「住宅地区と商業地区の連携による安心安全のまちづくり」 

池袋１～４丁目、西池袋１～5丁目            【モデル事業の展開イメージ】 

（池袋小・池袋第三小学校区を合わせた区域） 

面積：１，６９５ｋ㎡ 人口：３２，５８７人（20 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政策実験的な位置づけ・区民参加による検証 

【地域の課題】 
 ・ 住商混在地域⇒防犯・防災課題の複雑多様化 

 ・ ヨコの連携が弱い防犯パトロール活動 

 ・ 治安に対する区民意識（根強いマイナスイメージ） 

 ・ 増えるマンション住民層と地域とのコミュニケーション 

・ 多様な災害被災者を想定した救援訓練の必要性 
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ボランティ
ア団体地域の多様な人と組織のヨコの連携

横断的な施策・事業の展開 

地域のまちづくりについて協議する場

地域ニーズの反映、地域からの提案 

地域を軸にした施策の横断化 

区民 

区民 
区民
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制度化に向けた検証 

具体の取り組みを通じたＰＲ・情報発信 区民への理解の促進 

モデル事業の基本フレーム 

地域協議会の意義について地域の幅広い区民に十全に説明する機会 事前説明 

地域の実状に応じた導入戦略の必要性、特定地域で先行的に試行 実施地域 

小学校区を基礎単位とする複数校区の組み合わせ（中学校区程度） エリア区分 

具体的な成果が目に見えるテーマ設定、ハード・ソフト施策の横断化 協議テーマ 

既存地域活動組織からの選出（地域代表性）＋新たな参加の掘り起こし 
例）地縁組織と NPO 等テーマ型組織のコーディネート、マンション居住者への働きかけ、

障害者・外国人等への働きかけ、子どもを通じた親世代への働きかけ など 

メンバー選出方法 

庁内・地域ネットワーカーとしての職員＋大学教員・学生等の応援団 事務局体制 

コミュニティレベルより広域的なまちづくりの課題・施策を協議する場 

対行政への提案機能＋対コミュニティへの支援・コーディネート機能 
区民ひろばとの関係 

 

池袋西地域 
モデル協議会 
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北池袋地域「地域防災力の向上と多世代共生のまちづくり」 

池袋本町１～４丁目、上池袋２～4丁目            【モデル事業の展開イメージ】 

（池袋第一小・池袋第二小・文成小学校区を合わせた区域） 

面積：1.150ｋ㎡ 人口：27，655 人（20 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 

 

治安・防災対策を軸に

関連施策と地域組織

をヨコにつなげる 

学校を地域の核に多

世代が協働する防災

まちづくりの展開 

 

北池袋地域 
モデル協議会 

防災ひろば・

公園の整備テーマ１ 
防災力の向上 

テーマ２ 
多世代共生 

 

 

【地域の課題】 
 ・ 計画的な基盤整備なく進んだ宅地化⇒木造密集地域 

 ・ 昼間人口より多い夜間人口、高い単身世帯比率 

 ・ 高い防災危険度（居住環境総合整備事業） 

 ・ 小学校統廃合に伴う新校舎整備や防災公園整備 

・ ボランティア・NPO・マンションコミュニティ等の新たな動き 

目白・雑司が谷地域「住宅地ブランド・子育てブランド創出プロジェクト」 

南池袋１～４丁目、雑司が谷１～3丁目、目白１～４丁目     【モデル事業の展開イメージ】 

高田１～３丁目、東池袋 1・4・5・丁目の一部               

（南池袋小・目白小・高南小学校区を合わせた区域） 

面積：約 2.591ｋ㎡ 人口：37,669 人（20 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 
【地域の課題】 
 ・ 高い緑被率⇒マンション建設等による緑の減少 

 ・ 目白：良好な住宅地としての発信力の弱さ 

 ・ 雑司が谷：副都心線開通による人の動き・街の変化 

 ・ 目白ブランド創出プロジェクト（地域活動との連携） 

 ・ 子育てしやすいまち（鬼子母神イメージ）のアピール 

居住環境総合整備事業 
災害時要援護者支援 
マンション住民等への啓発
中学生ボランティアの活用 

学校統廃合・新校舎整備 
地域区民ひろば間の連携 
ひとり暮し高齢者の見守り 

 
援体
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１．協働モデル事業の制度設計 

（１）協働事業についての基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）モデル事業の展開 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

部 会 報 告 の 概 要（協働・政策部会） 

２．政策形成過程への区民参加手法としての区民意識調査の活用 

 
年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

基本計画（10 ヵ年、18 年度～27 年度） 

基
本
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画
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未来戦略推進プラン 
＊基本計画の実施計画 
（4 ヵ年、毎年度改訂） 
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の
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し 

2007 

新規拡充事業の選定に反映 

 

目的：区民の主体的な活動の支援

区民活動支援補助金 
（従来型） 

協働事業補助金 協働事業委託 

公共の補完性 弱 強 
協働に対する 

行政の意識・行動
の変化の必要性 

公共的サービス 
としての 

必要不可欠性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [補助金] [事業委託] 
 

（１） 区民意識調査の制度設計について 

○ 区民意識調査の制度設計に関する意見（要約） 

・ 施策と設問の対応の徹底・設問内容の精査 

・ 政策体系の構成や計画事業の分類方法等について区民から見て分かりやすい形に整理 

・ 政策の柱立ても含めた優先度グルーピングのあり方の見直し 

○ 区民ニーズの反映のあり方に関する意見（要約） 

・ アンケートに答えられない人の声、当事者ニーズへの配慮 

・ 個々の政策分野での優先度にとどまらず、政策分野ごとの重要課題を関連づけた区全体としての方向性・

ビジョンを打ち出す必要性 

・ 新たに予算化されている部分と休廃止されている部分の双方を含めた重点化の判断 
 

（２） 重点施策の見直しについて（見直しが必要な政策分野） 
     

基本計画分野別体系の政策 見直し意見（要約） 

１－２ 高齢者・障害者の自立支援 介護予防より実際に介護を要する高齢者・障害者の自立支援体制の整備

の方が切実な問題としてニーズが高い。ニーズを踏まえた見直し必要。 

１－3 健康 健康づくりより地域医療の充実に対する区民ニーズが高い。医療情報の

一元的な発信など、区が仕掛けを作ることで民間医療の充実を図る。 

２－1 子どもの権利保障 意識啓発等の事前対策より、実際のいじめや虐待をどう解決していくか

という視点からの見直し必要。 

２－２ 子育て環境の充実 地域の中での相談体制も重要だが、より直接的・実働的な保育サービス

に対するニーズが高い。ニーズを踏まえた見直し必要。 

4－２ 環境の保全 環境問題への関心の高まりの中で、地域美化から都市環境の保全へと区

民ニーズが大きくシフトしており、区の政策展開も踏まえた見直し必要。 

5－5 災害に強いまちづくりの推進 応急・復興活動体制の整備（災害時対策・ソフト施策）と災害に強い都市づ

くり（事前防災対策・ハード施策）はいずれも重要であり区民ニーズも拮

抗している。ハードソフトを分ける政策体系の見直しも含めた検討必要。 

 

協働事業型補助金 総合評価型事業委託

中間支援機能の強化 
（区民活動センター）

① 対象事業（現行制度の追加要件） 
・ 区と区民グループが協働することに
より地域課題の効果的・効率的な解
決が図られる事業 

・ 区の基本計画に基づく施策・事業の
展開に寄与する事業 

・ 年間を通して継続的に取り組まれて
いる事業（単発的なイベントや活動組
織内の親睦・学習事業等は除く） 

＊現行補助金を 2 年以上交付実績が
あり、一定の評価を受けている事業 

② 補助内容の弾力化 
・ 補助期間 1 年→3年 

 ・ 補助率 上限１/2→2/3 以内 
 ・ 補助対象 事業実施に必要な管理的  
      経費（人件費等）含む 
③ 評価 
・ 中間報告会 

   効果の検証と活動への助言 
  活動ＰＲと活動組織間の交流促進 
・ 事業評価（事業終了後） 
   活動組織と行政との相互評価 
  第三者機関による継続交付審査 
  評価の公開 

④ 補助金の財源確保 
・ 現行予算枠とは別の新たな予算措置 
・ 寄附制度等の活用の検討 

・ サービス提供以外の価値 
＊民間企業への委託で 
 は得られない効果等 

・ 事業領域別の評価基準の
作成 
・ 活動組織規模に応じた経 
費の積算方法 
 

 
モデル事業を通じての検証
（最終答申に向けた課題） 

① モデル事業の目的 
 ・ 公益的な活動の活性化 
 ・ 協働に対する意識変革 
② モデル事業の類型 
 ・ 行政提案型協働モデル事業 
   対象事業を提示・企画案の公募 
   プロポーザル選定方式 
 ・ ジョイントベンチャー型協働モデル 
   活動・目的が類似・共通する複数

の活動組織による共同受注 
③ 公募対象の範囲 
 ・ 公益的な活動組織に限定 
 ・ 区外の活動組織も対象 
  ＊区内活動組織への波及効果 
④ 対象事業の抽出 
 ・ モデルとしての先進性・アピール性 
 ・ 庁内調査・ヒアリングによる抽出 
⑤ モデル事業の流れ 

・ 公募 
事前説明会・所管課事前協議 

・ 審査 
  区民・専門家で構成する審査機関 
 活動組織と所管課の双方を審査 

 ・ 事業候補の内定→事業化に向けた
協議→予算化→事業化決定 

 ・ 評価 
中間評価と完了後の事業評価 

・ 活動組織の登録制度 
・ 活動情報の集約・発信 
  活動情報サイトの開設 
・ 補助金・事業委託情報の

提供、申請手続き支援 
・ 区と活動組織、活動組織

間のコーディネート 

 

創出支援型 

推進支援型 

区民活動支援事業補助金 
現行 

協働事業提案制度 

＊活動組織からの自由提案方式 

現行 
各課での個別的な取組み

＊業務委託（随意契約） 

協働の視点に立った補助金枠の創設 

21 年度制度化 

（22 年度実施分～） 

＊可能なものは 

21 年度先行実施 

民間企業も含めた 
競争入札に参入でき
るような環境整備 

21 年度募集時に新設 

（22 年度交付分～） 

協働事業委託モデル事業 

公益的な活動組織の事業展開を支援 

モデル事業を展開 
するための環境整備


